
（参考１） 

 

○特殊法人等の廃止・民営化等及び独立行政法人の設立等に当たっての基本方針について 

（平成 14 年 10 月 18 日特殊法人等改革推進本部決定）（抄） 

２ 新独立行政法人の役職員の身分等 

   新独立行政法人の役員の報酬等については、平成 14 年 3 月 15 日の閣議決定により特殊法人等

の役員の給与及び退職金の大幅削減が行われたこと及び報酬等には役員の業績等が考慮されなけ

ればならないとする独立行政法人通則法第 52 条及び第 53 条の趣旨を踏まえ、厳に適正な水準とす

る。新独立行政法人の職員の給与についても、同法第 57 条及び第 63 条の趣旨を踏まえ、適正な水

準とする。 

また、主務大臣は、新独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準を、国家公務員及び他

の独立行政法人の役職員と比較ができる形で分かりやすく公表することとする。 

 

○独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について 

（平成 15 年 12 月 19 日閣議決定）（抄） 

１ 独立行政法人 

  (1) 各府省は、所管の独立行政法人に対し、役員の退職金の支給率に関して、平成 16 年以降の在

職期間については、１月につき俸給月額の 12.5／100 を基準とし、これに各府省の独立行政法

人評価委員会が 0.0 から 2.0 の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じたものとする

よう要請する。 

  (2) 独立行政法人評価委員会は、上記(1)の業績勘案率の決定に当たり、あらかじめ総務省政策評

価・独立行政法人評価委員会に通知する。この場合、総務省政策評価・独立行政法人評価委員

会は、独立行政法人評価委員会に対し、意見を述べることができる。 

     独立行政法人評価委員会は、業績勘案率が 1.5 を超え、又は 0.5 を下回る場合には、速やか

に各主務大臣に通知する。主務大臣は、通知があったときは、内閣官房長官に報告する。  

(3) 独立行政法人及び主務大臣は、各役員の退職金の支給額について、「公務員の給与改定に関す

る取扱いについて」（平成 15 年９月 16 日閣議決定）の４(注)に基づき、決定に至った事由とと

もに公表する。（注）公務員の給与改定に関する取扱いについて（平成 15 年９月 16 日閣議決定） 

 

（注）公務員の給与改定に関する取扱いについて（平成 15 年９月 16 日閣議決定） 

４ 独立行政法人の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮して適正な給与
水準とするよう要請する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役員の報酬
及び退職手当並びに職員の給与の水準を国家公務員等と比較できる形で分かりやすく公表すること
とする。また、特殊法人等の役職員の給与改定に当たっても、国家公務員の例に準じて措置されるよ
う対処するとともに、事業及び組織形態の見直しを通じた給与等の適正化を進めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



○行政改革の重要方針（平成17年12月24日閣議決定）（抄） 

４ 総人件費改革の実行計画等 

（１）総人件費改革の実行計画 

ウ その他の公的部門の見直し 

① 独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人 

(ｱ) 主務大臣は、国家公務員の定員の純減目標（今後５年間で５％以上の純減）及び給与構

造改革を踏まえ、独立行政法人及び国立大学法人法に基づく法人について、各法人ごとに、

国家公務員に準じた人件費削減の取組を行うことを中期目標において示すこととする。 

(ｲ) 各法人は、中期目標に従い、今後５年間で５％以上の人件費（注）の削減を行うことを

基本とする（日本司法支援センター及び沖縄科学技術研究基盤整備機構を除く。）。これ

に加え、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しに取り組むも

のとする。 

各法人の長は、これらの取組を含む中期計画をできる限り早期に策定し、主務大臣は、

中期計画における削減目標の設定状況や事後評価等を通じた削減の進捗状況等を的確に把

握するものとする。 

（注）今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。 

 

○独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）（抄） 

Ⅲ．独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置 

１．独立行政法人の効率化に関する措置 

(4) 給与水準の適正化等 

① 独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等について、独立行政法人が公的主体と位

置付けられることや財政支出を受けていることも踏まえ、以下の点について対応する。 

ア 各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規定に沿って着実に削

減に取り組むこと。 

イ 主務大臣は、国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対して、その水準が高い理

由及び講ずる措置について公表し、国民に対して納得が得られる説明を行うととも

に、社会的に理解が得られる水準とするよう要請すること。 

ウ 主務大臣は、国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人に対して、給

与水準が適切なものかどうかを検証の上、十分な説明責任を果たすものとし、国民

の理解が得られないものについては、水準そのものの見直し等適切に対応するよう

要請すること。 

エ 主務大臣は、各独立行政法人に対して、独立行政法人の長の報酬を各府省事務次官

の給与の範囲内とするよう要請すること。 

オ 各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の報酬について、個人情報保護にも留意

しつつ、法人の長と同様に、個別の額を公表すること。 

 



② 各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の給与等にそ

の業績及び勤務成績等を一層反映させる。特に、役員については、当該役員の各期の業

績が適切に報酬額に反映されることが必要である。 

③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、

監事による監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。 

 

○公務員の給与改定に関する取扱いについて（平成 20 年 11 月 14 日閣議決定）（抄） 

 ４(4) 独立行政法人（総務省設置法（平成 11 年法律第 91 号）第４条第 13 号に規定する独

立行政法人をいう。以下同じ。）の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与

水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正な給与水準とするよう要請するととも

に、中期目標に従った人件費削減や国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与の見直

しの取組状況を的確に把握する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様

式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。 

     あわせて、「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）に基づ

く給与水準の適正化等に着実に取り組む。 

 

○経済財政改革の基本方針 2009（平成 21 年６月 23 日閣議決定）（抄） 

 第４章 今後の財政運営の在り方 

 １．平成22年度予算の基本的考え方 

 (3) 新たな行政改革の取組 

  ・独立行政法人について、来年度に中期目標期間が終了する統合予定法人の見直しを前倒

す等により、「独立行政法人整理合理化計画」を確実に実施する。 

  ・独立行政法人、特殊法人等、国と特に密接な関係を持つ公益法人等における役員の報酬・

退職金について、「公務員制度改革大綱に基づく措置について」等の趣旨を踏まえ点検

を行う。 

 

○簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 

（平成18年法律第47号）（抄） 

（独立行政法人等における人件費の削減）  

第 53 条  独立行政法人等（独立行政法人（政令で定める法人を除く。）及び国立大学法人等

をいう。次項において同じ。）は、その役員及び職員に係る人件費の総額について、平成

18 年度以降の５年間で、平成 17 年度における額からその 100 分の５に相当する額以上を減

少させることを基本として、人件費の削減に取り組まなければならない。  

２  独立行政法人等を所管する大臣は、独立行政法人等による前項の規定による人件費の削

減の取組の状況について、独立行政法人通則法 （国立大学法人等にあっては、国立大学法

人法 ）の定めるところにより、的確な把握を行うものとする。  



○独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号） 
【役員の報酬等】 

（役員の報酬等）  

第 52 条 

２ 特定独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表し

なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与、民間企業の役員の報酬等、当該特定独立行政法人の業務の実績

及び中期計画の第 30 条第２項第３号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。 

第 53 条 主務大臣は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員

会に通知するものとする。 

２ 評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知に係る報酬等の支給の基準が社会一般の情勢に適

合したものであるかどうかについて、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。 

（準用）  

第 62 条  第 52 条及び第 53 条の規定は、特定独立行政法人以外の独立行政法人の役員の報酬等について準用する。こ

の場合において、第 52 条第３項中「実績及び中期計画の第 30 条第２項第３号の人件費の見積り」とあるのは、「実

績」と読み替えるものとする。 

 

【職員の給与】 

（職員の給与）  

第 57 条 

２ 特定独立行政法人は、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければ

ならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 前項の給与の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律 （昭和 25 年法律第 95 号）の適用を受ける国家公

務員の給与、民間企業の従業員の給与、当該特定独立行政法人の業務の実績及び中期計画の第 30 条第２項第３号 の

人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。 

（職員の給与等）  

第 63 条 

２ 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、その職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを主務大臣に届

け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 前項の給与及び退職手当の支給の基準は、当該独立行政法人の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合

したものとなるように定められなければならない。 

 

【財務諸表等の作成】 

（財務諸表等）  

第 38 条  独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主

務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」という。）を作成し、当該事業年度の終了後三月以

内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び

予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見（次条の規定によ

り会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意見。以下同じ。）を

付けなければならない。 

３ 主務大臣は、第１項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

４ 独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、

財務諸表並びに第二項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、主務省

令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 

 

 

○「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するＱ＆Ａ  
平成 12 年８月（平成 20 年２月最終改訂）（抄） 

 第 10 章 附属明細書及び注記 

 Ｑ78-1 附属明細書を作成する各欄には、具体的にはどのような内容を考えているのか。 

 Ａ 

 18 役員及び職員の給与の明細 

  (3) 独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準について、主務大臣が総務大臣の定める様式に則って公

表する事項についても、明細書に併せて公表することとする。 



  

（参考２） 

 

独立行政法人職員と国家公務員との比較方法 

（対国家公務員指数（年齢勘案）の算出方法） 

 

１．比較職種 

 

    同種の職種間で給与水準を比較 

① 全ての独立行政法人 

法人の「事務・技術職員」と国の「行政職俸給表（一）適用職員」を比較 

 

② 研究職員が在職する独立行政法人 

法人の「研究職員」と国の「研究職俸給表適用職員」を比較 

   

  ③ 病院部門を有する独立行政法人 

   ａ 法人の「医師」と国の「医療職俸給表（一）適用職員」を比較 

     ｂ 法人の「看護師」と国の「医療職俸給表（三）適用職員」を比較 

   

 

２．比較する給与 

 

    年間給与額について比較 

      

（注）年間給与額とは、公表を行う年度の前年度に支給された給与額（月例給、賞与等の合計

額）から、超過勤務手当、特殊勤務手当等の実績給及び通勤手当を除いた額 

 

 

 

３．比較方法 

 

    比較対象法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、法人に国の給与水準を持ち込んだ場合の給与

水準を 100 として算出 

 

  （考え方） 

 
   法人の年齢別平均年間給与額×法人の年齢別人員数           法人が現に支給している給与費 

                                             ＝                                    

     国の年齢別平均年間給与額×法人の年齢別人員数      国の給与水準で支給したと仮定した場合の給与費 

 

 

※ 「年齢・地域・学歴勘案の指数」の算出に当たっては、年齢別・地域別・学歴別の平均年間給与額と人員数 

を用いて算出。 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

具体的算出例（事務・技術職員を国家公務員と比較する場合） 

 

  
年齢階層 
（歳） 

国（行政俸給表(一)
適用職員） 

独立行政法人（事務・技術職員） 

平均年間給与額 
(ａ) 

人員 
(ｂ) 

平均年間給与額 
(ｃ) 

1 20～23 3,000 千円 1人 3,500 千円

 2 24～27   3,700 千円 5人 4,200 千円

3 28～31   4,500 千円 5人 5,200 千円

4 32～35   5,400 千円 5人 5,700 千円

5 36～39   6,300 千円 5人 6,800 千円

6 40～43   7,200 千円 5人 8,100 千円

7 44～47 8,200 千円 4人 8,300 千円

8 48～51 8,700 千円 4人 9,200 千円

9 52～55 8,900 千円 3人 9,700 千円

10 56～59 9,000 千円 3人 10,000 千円

      （注）「平均年間給与額」等の数値は、算出例を示すために作成したサンプルデータである。 

 

【算出例】 

  ○独立行政法人が現に支給している給与水準 

{(b1×c1)+(b2×c2)+(b3×c3)+(b4×c4)+(b5×c5)+(b6×c6)+(b7×c7)+(b8×c8)  +(b9×c9)+(b10×c10)}÷

(b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10)  

= 282,600÷40  

= 7,065 

 

○国の水準で支給した場合の給与水準 

{(b1×a1)+(b2×a2)+(b3×a3)+(b4×a4)+(b5×a5)+(b6×a6)+(b7×a7)+(b8×a8)   + (b9×a9)+(b10×a10)}

÷(b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9+b10) 

= 259,800÷40  

= 6,495 

 

○対国家公務員指数 

  7,065 ÷ 6,495 × 100 ＝ 108.8  
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